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平成２１年度富山県企業局職員の給与等の状況 

１ 給与等の状況 

（1）電気事業 

① 職員給与費の状況 

  ア 決 算 

区 分 

総 費 用 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

 

職員給与費 

B 

総費用に占める 

職員給与費比率 

B／A 

（参考） 

20 年度の総費用に占め

る職員給与費比率 

21年度 
千円 

3,297,885 

千円 

368,719 

千円 

734,214 

％ 

22.3 

％ 

23.4 

 

区 分 

職 員 数 

A 

給     与     費 一人当たり

給与費 

B／A 

 (参考） 

県平均 1人当

たり給与費 
給 料 職員手当 

期末・勤勉 

手当 
計  B 

 21年度 
人 

74 

千円 

316,358 

千円 

55,060 

千円 

115,993 

千円 

487,411 

千円 

6,587 

千円 

7,120 

   （注）1  職員手当には退職給与金を含みません。 

        2  職員数は、平成 22年 3月 31日現在の人数です。 

 

  イ 特記事項   

    (ｱ) 一般職の給与について一定期間の減額措置 

    ・期 間：平成２０年４月～平成２３年３月 

    ・削減率：管理職（部長級）  △４％(地域手当の凍結を含めると△7％) 

管理職（部長級以外）△３％(地域手当の凍結を含めると△6％) 

その他の職員     △１％(地域手当の凍結を含めると△4％)  

・期 間：平成２３年４月～平成２４年３月 

    ・削減率：管理職（部長級）  △３％(地域手当の凍結を含めると△6％) 

管理職（部長級以外）△２％(地域手当の凍結を含めると△5％) 

その他の職員       ― (地域手当の凍結 △3％) 

 (ｲ) 特別職の給与について一定期間の減額措置 

    ・期 間：平成２０年４月～平成２４年３月 

    ・削減率：公営企業管理者 △１０％（地域手当の凍結を含めると△13％） 

(ｳ) 平成２０年度から当分の間の地域手当の減額措置 

一般職の職員 本来の支給割合から１００分の３を減じた割合 

特別職の職員 公営企業管理者の地域手当を支給しない 

  

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成 22年 4月 1日現在） 

区 分 平均年齢 基 本 給 平均月収額 

富山県企業局 

（電気事業） 
45歳 7月 367,763円 569,511円 

団体平均（全国） 43歳 8月 364,564円 567,269円 

    (注) 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 
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 ③ 職員の手当の状況 

  ア 期末手当・勤勉手当 

富 山 県 企 業 局 富 山 県 （一般行政職） 

１人当たり平均支給額（21年度） 

                  1,567千円 

  

１人当たり平均支給額（21年度） 

        1,714千円  

（21年度支給割合） （21年度支給割合） 

 

 

ki期末手当 

2.75月分 

(1.50)月分 

 

勤勉手当 

1.40月分 

(0.70)月分 

        期末手当  

2.75月分 

(1.50)月分 

勤勉手当 

1.40月分 

(0.70)月分 

（加算措置の状況） 

職務上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算      5～20％ 

・管理職加算   15～25％ 

 

（加算措置の状況） 

職務上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算      5～20％ 

・管理職加算   15～25％ 

     （注）( )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

 

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況 

１．勤務成績の評定の実施状況 

平成１８年１０月から、全職員を対象とした目標管理手法による業績評価制度を実施している。 

また、地方公務員法第 40 条に基づき、毎年７月３１日を評定日として課長補佐級以下の職員

に対して勤務成績の評定を実施している。 

２．勤勉手当への勤務実績の反映状況 

全職員について、業績評価の結果（６月支給分は前年度後期（１０～３月）、１２月支給分は当

年度前期（４～９月）の結果を用いる）及び勤勉手当支給前６月間の勤務状況に基づき、成績率

（0/100～108.5/100）を決定。 

 

 

イ 退職手当（平成 22年 4月 1日現在） 

富 山 県 企 業 局 富 山 県 （一般行政職） 

（支給率） 

勤続 20年 

勤続 25年 

勤続 35年 

最高限度額 

 

自己都合 

23.5  月分 

  33.5 月分 

47.5  月分 

59.28月分 

 

勧奨・定年 

30.55 月分 

41.34月分 

59.28月分 

59.28月分 

 

（支給率） 

勤続 20年 

勤続 25年 

勤続 35年 

最高限度額 

 

自己都合 

23.5  月分 

  33.5 月分 

47.5  月分 

59.28月分 

 

勧奨・定年 

30.55 月分 

41.34月分 

59.28月分 

59.28月分 

 

その他の加算措置    定年前早期退職特例措置 

               （2％～20％加算※）  

            ※平成 24年３月 31日までは、 

            早期勧奨退職特例措置として 

            3％～30％加算 

 

１人当たり平均支給額  自己都合  勧奨その他 

- 千円   23,459千円 

その他の加算措置   定年前早期退職特例措置 

              （2％～20％加算※）  

            ※平成 24年３月 31日までは、 

            早期勧奨退職特例措置として 

            3％～30％加算 

 

１人当たり平均支給額   自己都合  勧奨その他 

                 683千円 26,800千円 

    (注) 退職手当の１人当たり平均支給額は、平成 21年度に退職した職員に支給された平均額です。 
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  ウ 地域手当 

（平成 22年 4月 1日現在） 

支給実績（21年度決算） 0千円 

支給対象職員１人当たり平均支給年額 

（21年度決算） 
0円 

支給対象地域（職種） 支給対象職員数 支給率【注】 
一般行政職の制度 

（支給率） 

東京都特別区 ― ― １８％【１５％】 

大阪市 ― ― １５％【１２％】 

名古屋市 ― ― １２％【 ９％】 

富山市 ６２人 ３％【０％】 ３％【 ０％】 

舟橋村 ― ― ０％【 ０％】 

上記以外の県内市町村 ９人 ０％【０％】 ０％【 ０％】 

医師 ― ― １５％【１２％】 

総計・平均支給率 ７１人 ２．６２％【０％】 １．６２％【０．１１％】 

 
注 平成２０年度から当分の間、本来の支給率から１００分の３を減じた割合となっています。 
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 エ 特殊勤務手当（平成 22年 4月 1日現在） 

支給総額（21年度決算） 3,413千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（21年度決算）                           72,616円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（21年度） 63.5％ 

手当の種類（手当数） 3種類 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

危険作業手当 発電管理所等に勤務する

職員 

水車発電機等の点検

等、危険を伴う業務等 

危険作業の内容により日額

620円又は 450円  

夜間運転業務手当 発電総合制御所、発電管

理所に勤務する交替勤務

者 

夜間における業務 交替勤務の種類により１回

950円～1,180円 

用地交渉業務手当 右の業務に従事する職員 用地の取得等のため

の交渉業務 

勤務時間内 日額 650円 

勤務時間外 日額 1,000円 

  

 

オ 時間外勤務手当 

支給実績（21年度決算）             19 ,170千円        

職員１人当たり平均支給年額（21年度決算） 259千円 

支給実績（20年度決算）               22,475千円        

職員１人当たり平均支給年額（20年度決算） 284千円 

     （注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 

 

 

  カ その他の手当（平成 22年 4月 1日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

一般行

政職の

制度と

の異同 

一般行政職の制

度と異なる内容 

支給実績 

（21 年度決算） 

支給職員１

人当たり平

均支給年額 

（21年度決算） 

扶養手当 (1) 配偶者 13,000円 

(2) 配偶者以外 

 ① 1人につき 6,500円 

 ② 満 16歳年度初めから満 22

歳年度末までの間にある子 1

人につき、5,200円を加算 

 

同 じ  千円 

10,899 

円 

209,600 

住居手当 (1) 借家等 

 ① 家賃 20,000円以下の場合 

   家賃－9,000円 

 ② 家賃 20,000円を超える場合 

   11,000円＋（家賃－20,000

円）／2 

※最高限度額 27,000円 

(2) 自宅 2,700円 

同 じ  2,397 57,070 
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手当名 内容及び支給単価 

一般行

政職の

制度と

の異同 

一般行政職の制

度と異なる内容 

支給実績 

（21 年度決算） 

支給職員１

人当たり平

均支給年額 

（21年度決算） 

通勤手当 (1) 交通機関利用職員 

    6箇月定期券等の価額による

一括支給 

※全額支給限度額  

1箇月当たり 55,000円 

(2) 交通用具使用職員（本局） 

  距離段階区分に応じ 2,600円

～35,000円 

(3) 交通用具使用職員（出先） 

   月 567円/1㎞ 

   （上限 片道 60㎞） 

(4) 駐車料金 

   駐車料金－3,000円 

   （上限 3,000円） 

異なる 一般行政職の制度

では、交通用具使

用職員の通勤手当

は、本庁、出先とも

全て(2)の支給基準

を適用 

千円 

16,923 

円 

235,045 

管理職手当 

 

 

管理又は監督の地位にある職員

に当該職の区分に応じて 139,300

円以内を支給 

同 じ  7,771 777,129 

休日勤務手

当 

休日等において正規の勤務時間

中に勤務した職員に支給 

  1時間当たりの給与額×1.35×

時間数 

同 じ  1,091 64,148 

夜間勤務手

当 

正規の勤務時間として午後 10時

から翌日の午前 5時までの間に勤

務した職員に支給 

  1時間当たりの給与額×0.25×

時間数 

同 じ  3,227 358,581 

宿日直手当 宿日直勤務を命ぜられた職員が

勤務した場合に支給 

 庁舎・設備の保全等 6,600円 

同 じ  13 13 

管理職員特

別勤務手当 

 

管理職手当支給対象職員が臨時

又は緊急の必要等により週休日

等に勤務した場合に支給 

 6時間以下 6,000円～12,000円 

 6時間超  9,000円～18,000円 

同 じ  － － 

寒冷地手当 寒冷地に在勤する職員に 11月か

ら 3月まで支給 

・世帯主である職員 

  扶養親族有  月額 17,800円 

  扶養親族無  月額 10,200円 

・その他の職員  月額  7,360円 

同 じ  2,145 76,621 
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（2）水道事業 

① 職員給与費の状況 

  ア 決 算 

区 分 

総 費 用 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

職員給与費 

B 

総費用に占める 

職員給与費比率 

B／A 

（参考） 

20 年度の総費用に占め

る職員給与費比率 

21年度 

千円 

1,979,132 

千円 

147,793 

千円 

310,569 

％ 

15.7 

％ 

19.8 

 

 

区 分 

職 員 数 

A 

給     与     費 一人当たり

給与費 

B／A 

 (参考） 

県平均 1人当

たり給与費 
給 料 職員手当 

期末・勤勉 

手当 
計  B 

 21年度 
人 

32 

千円 

137,212 

千円 

21,734 

千円 

50,306 

千円 

209,252 

千円 

6,539 

千円 

7,120 

   （注）1  職員手当には退職給与金を含みません。 

        2  職員数は、平成 22年 3月 31日現在の人数です。 

   

イ 特記事項   

    (ｱ) 一般職の給与について一定期間の減額措置 

    ・期 間：平成２０年４月～平成２３年３月 

    ・削減率：管理職（部長級）  △４％(地域手当の凍結を含めると△7％) 

管理職（部長級以外）△３％(地域手当の凍結を含めると△6％) 

その他の職員     △１％(地域手当の凍結を含めると△4％)  

 ・期 間：平成２３年４月～平成２４年３月 

       ・削減率：管理職（部長級）  △３％(地域手当の凍結を含めると△6％) 

管理職（部長級以外）△２％(地域手当の凍結を含めると△5％) 

その他の職員       ― (地域手当の凍結 △3％) 

 (ｲ) 特別職の給与について一定期間の減額措置 

    ・期 間：平成２０年４月～平成２４年３月 

    ・削減率：公営企業管理者 △１０％（地域手当の凍結を含めると△13％） 

(ｳ) 平成平成２０年度から当分の間の地域手当の減額措置 

一般職の職員 本来の支給割合から１００分の３を減じた割合 

特別職の職員 公営企業管理者の地域手当を支給しない 

 

  ② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成 22年 4月 1日現在） 

区 分 平均年齢 基 本 給 平均月収額 

富山県企業局 

（水道事業） 
49歳 5月 378,832円 546,129円 

団体平均（全国） 45歳 10月 393,335円 616,833円 

    (注) 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 
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  ③ 職員の手当の状況 

  ア 期末手当・勤勉手当 

富 山 県 企 業 局 富 山 県 （一般行政職） 

１人当たり平均支給額（21年度） 

1,572千円  

１人当たり平均支給額（21年度） 

1,714千円 

（21年度支給割合） （21年度支給割合） 

 

 

ki期末手当 

2.75月分 

(1.50)月分 

 

勤勉手当 

1.40月分 

(0.70)月分 

 ki期末手当 

2.75月分 

(1.50)月分 

 

勤勉手当 

1.40月分 

(0.70)月分 

（加算措置の状況） 

職務上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算      5～20％ 

・管理職加算   15～25％ 

（加算措置の状況） 

職務上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算      5～20％ 

・管理職加算   15～25％ 

（注）( )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

 

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況 

１．勤務成績の評定の実施状況 

平成１８年１０月から、全職員を対象とした目標管理手法による業績評価制度を実施している。 

また、地方公務員法第 40 条に基づき、毎年７月３１日を評定日として課長補佐級以下の職員

に対して勤務成績の評定を実施している。 

２．勤勉手当への勤務実績の反映状況 

全職員について、業績評価の結果（６月支給分は前年度後期（１０～３月）、１２月支給分は当

年度前期（４～９月）の結果を用いる）及び勤勉手当支給前６月間の勤務状況に基づき、成績率

（0/100～108.5/100）を決定。 

 

 

イ 退職手当（平成 22年 4月 1日現在） 

富 山 県 企 業 局 富 山 県 （一般行政職） 

（支給率） 

勤続 20年 

勤続 25年 

勤続 35年 

最高限度額 

 

自己都合 

23.5  月分 

  33.5 月分 

47.5  月分 

59.28月分 

 

勧奨・定年 

30.55 月分 

41.34月分 

59.28月分 

59.28月分 

 

（支給率） 

勤続 20年 

勤続 25年 

勤続 35年 

最高限度額 

 

自己都合 

23.5  月分 

  33.5 月分 

47.5  月分 

59.28月分 

 

勧奨・定年 

30.55 月分 

41.34月分 

59.28月分 

59.28月分 

 

その他の加算措置    定年前早期退職特例措置 

               （2％～20％加算※）  

            ※平成 24年３月 31日までは、 

            早期勧奨退職特例措置として 

            3％～30％加算 

 

                自己都合  勧奨その他 

 1人当たり平均支給額       -千円  27,519千円  

その他の加算措置   定年前早期退職特例措置 

               （2％～20％加算※）  

            ※平成 24年３月 31日までは、 

            早期勧奨退職特例措置として 

            3％～30％加算 

 

                自己都合  勧奨その他 

1人当たり平均支給額   683千円  26,800千円 

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、平成 21年度に退職した職員に支給された平均額です。  
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ウ 地域手当 

（平成 22年 4月 1日現在） 

支給実績（21年度決算） 0千円 

支給対象職員１人当たり平均支給年額 

（21年度決算） 
0円 

支給対象地域（職種） 支給対象職員数 支給率【注】 
一般行政職の制度 

（支給率） 

東京都特別区 ― ― １８％【１５％】 

大阪市 ― ― １５％【１２％】 

名古屋市 ― ― １２％【 ９％】 

富山市 １０人 ３％【０％】 ３％【 ０％】 

舟橋村 ― ― ０％【 ０％】 

上記以外の県内市町村 １９人 ０％【０％】 ０％【 ０％】 

医師 ― ― １５％【１２％】 

総計・平均支給率 ２９人 １．０３％【０％】 １．６２％【０．１１％】 

 
注 平成２０年度から当分の間、本来の支給率から１００分の３を減じた割合となっています。 
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  エ 特殊勤務手当（平成 22年 4月 1日現在） 

支給総額（21年度決算）                       1,498千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（21年度決算）                           71,353 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（21年度）                              65.6 ％ 

手当の種類（手当数） 3種類 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

危険作業手当 水道管理所等に勤務する

職員 

浄水機器等の点検等、

危険を伴う業務等 

危険作業の内容により日額

620円又は 450円  

夜間運転業務手当 水道管理所に勤務する交

替勤務者 

夜間における業務 交替勤務の種類により１回

950円～1,180円 

用地交渉業務手当 右の業務に従事する職員 用地の取得等のための

交渉業務 

勤務時間内 日額 650円 

勤務時間外 日額 1,000円 

  

 

 オ 時間外勤務手当 

支給実績（21年度決算） 6,113千円 

職員１人当たり平均支給年額（21年度決算） 191千円 

支給実績（20年度決算） 8,904千円 

職員１人当たり平均支給年額（20年度決算） 247千円 

     （注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 

 

 

  カ その他の手当（平成 22年 4月 1日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

一般行

政職の

制度 と

の異同 

一般行政職の制

度と異なる内容 

支給実績 

（21 年度決算） 

支給職員１人

当たり平均支

給年額 

（21 年度決算） 

扶養手当 (1) 配偶者 13,000円 

(2) 配偶者以外 

 ① 1人につき 6,500円 

 ② 満 16歳年度初めから満 22

歳年度末までの間にある子 1

人につき、5,200円を加算 

 

同 じ  千円 

3,097 

円 

182,153 

住居手当 (1) 借家等 

 ① 家賃 20,000円以下の場合 

   家賃－9,000円 

 ② 家賃 20,000円を超える場合 

   11,000円＋（家賃－20,000

円）／2 

※最高限度額 27,000円 

(2) 自宅 2,700円 

同 じ  1,692 76,889 
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手当名 内容及び支給単価 

一般行

政職の

制度 と

の異同 

一般行政職の制

度と異なる内容 

支給実績 

（21 年度決算） 

支給職員１人

当たり平均支

給年額 

（21 年度決算） 

通勤手当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 交通機関利用職員 

    6箇月定期券等の価額による

一括支給 

※全額支給限度額  

1箇月当たり 55,000円 

(2) 交通用具使用職員（本局） 

  距離段階区分に応じ 2,600円

～35,000円  

(3) 交通用具使用職員（出先） 

   月 567円/1㎞ 

   （上限 片道 60㎞） 

(4) 駐車料金 

   駐車料金－3,000円 

   （上限 3,000円） 

異なる 一般行政職の制度 

では、交通用具使

用職員の通勤手当

は、本庁、出先とも

全て(2)の支給基準

を適用 

千円 

7,054 

円 

227,542 

管理職手当 

 

管理又は監督の地位にある職員

に当該職の区分に応じて 139,300

円以内を支給 

同 じ  3,458 864,547 

休日勤務手

当 

 

休日等において正規の勤務時間

中に勤務した職員に支給 

  1時間当たりの給与額×1.35×

時間数 

同 じ  547 54,707 

夜間勤務手

当 

正規の勤務時間として午後 10時

から翌日の午前 5時までの間に勤

務した職員に支給 

  1時間当たりの給与額×0.25×

時間数 

同 じ  1,920 480,022 

宿日直手当 宿日直勤務を命ぜられた職員が

勤務した場合に支給 

 庁舎・設備の保全等 6,600円 

同 じ  － － 

管理職員特

別勤務手当 

 

管理職手当支給対象職員が臨時

又は緊急の必要等により週休日

等に勤務した場合に支給 

 6時間以下 6,000円～12,000円 

 6時間超  9,000円～18,000円 

 

同 じ  － － 

寒冷地手当 

 

 

 

 

寒冷地に在勤する職員に 11月か

ら 3月まで支給 

・世帯主である職員 

  扶養親族有  月額 17,800円 

  扶養親族無  月額 10,200円 

・その他の職員  月額  7,360円 

 

同 じ  － － 
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（3）工業用水道事業 

① 職員給与費の状況 

  ア 決 算 

区 分 

総 費 用 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

職員給与費 

B 

総費用に占める 

職員給与費比率 

B／A 

（参考） 

20 年度の総費用に占め

る職員給与費比率 

21年度 

千円 

1,714,461 

千円 

295,462 

千円 

111,467 

％ 

6.5 

％ 

7.1 

 

区 分 

職 員 数 

A 

給     与     費 一人当たり

給与費 

B／A 

 (参考） 

県平均 1人当

たり給与費 
給 料 職員手当 

期末・勤勉手

当 
計  B 

 21年度 
人 

12 

千円 

54,567 

千円 

8,127 

千円 

20,786 

千円 

83,480 

千円 

6,957 

千円 

7,120 

    （注）1  職員手当には退職給与金を含みません。 

         2  職員数は、平成 22年 3月 31日現在の人数です。 

   

 

イ 特記事項   

    (ｱ) 一般職の給与について一定期間の減額措置 

    ・期 間：平成２０年４月～平成２３年３月 

    ・削減率：管理職（部長級）  △４％(地域手当の凍結を含めると△7％) 

管理職（部長級以外）△３％(地域手当の凍結を含めると△6％) 

その他の職員     △１％(地域手当の凍結を含めると△4％)  

・期 間：平成２３年４月～平成２４年３月 

    ・削減率：管理職（部長級）  △３％(地域手当の凍結を含めると△6％) 

管理職（部長級以外）△２％(地域手当の凍結を含めると△5％) 

その他の職員       ― (地域手当の凍結 △3％) 

 (ｲ) 特別職の給与について一定期間の減額措置 

    ・期 間：平成２０年４月～平成２４年３月 

    ・削減率：公営企業管理者 △１０％（地域手当の凍結を含めると△13％） 

(ｳ) 平成２０年度から当分の間の地域手当の減額措置 

一般職の職員 本来の支給割合から１００分の３を減じた割合 

特別職の職員 公営企業管理者の地域手当を支給しない  

 

  ② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成 22年 4月 1日現在） 

区 分 平均年齢 基 本 給 平均月収額 

富山県企業局 

（工業用水道事業） 
46歳 4月 376,936円 579,723円 

団体平均(全国) 45歳 0月 363,147円 558,202円 

    (注) 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 
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  ③ 職員の手当の状況 

  ア 期末手当・勤勉手当 

富 山 県 企 業 局 富 山 県 （一般行政職） 

１人当たり平均支給額（21年度） 

1,732千円  

１人当たり平均支給額（21年度） 

               1,714千円  

（21年度支給割合） （21年度支給割合） 

 

 

期末手当 

2.75月分 

勤勉手当 

1. 40月分 

 期末手当 

2.75月分 

勤勉手当 

1. 4月分 

（加算措置の状況） 

職務上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算      5～20％ 

・管理職加算   15～25％ 

（加算措置の状況） 

職務上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算      5～20％ 

・管理職加算   15～25％ 

 

 

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況 

１．勤務成績の評定の実施状況 

平成１８年１０月から、全職員を対象とした目標管理手法による業績評価制度を実施している。 

また、地方公務員法第 40 条に基づき、毎年７月３１日を評定日として課長補佐級以下の職員

に対して勤務成績の評定を実施している。 

２．勤勉手当への勤務実績の反映状況 

全職員について、業績評価の結果（６月支給分は前年度後期（１０～３月）、１２月支給分は当

年度前期（４～９月）の結果を用いる）及び勤勉手当支給前６月間の勤務状況に基づき、成績率

（0/100～108.5/100）を決定。 

 

 

イ 退職手当（平成 22年 4月 1日現在） 

富 山 県 企 業 局 富 山 県 （一般行政職） 

（支給率） 

勤続 20年 

勤続 25年 

勤続 35年 

最高限度額 

 

自己都合 

23.5  月分 

  33.5 月分 

47.5  月分 

59.28月分 

 

勧奨・定年 

30.55 月分 

41.34月分 

59.28月分 

59.28月分 

 

（支給率） 

勤続 20年 

勤続 25年 

勤続 35年 

最高限度額 

 

自己都合 

23.5  月分 

  33.5 月分 

47.5  月分 

59.28月分 

 

勧奨・定年 

30.55 月分 

41.34月分 

59.28月分 

59.28月分 

 

その他の加算措置    定年前早期退職特例措置 

               （2％～20％加算※）  

            ※平成 24年３月 31日までは、 

            早期勧奨退職特例措置として 

            3％～30％加算 

          

                自己都合  勧奨その他 

1人当たり平均支給額    －千円  30,929千円 

その他の加算措置    定年前早期退職特例措置 

               （2％～20％加算※）  

            ※平成 24年３月 31日までは、 

            早期勧奨退職特例措置として 

            3％～30％加算 

        

                    自己都合   勧奨その他 

1人当たり平均支給額   683千円  26,800円 

   （注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、平成 21年度に退職した職員に支給された平均額です。 
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  ウ 地域手当 

（平成 22年 4月 1日現在） 

支給実績（21年度決算） 0千円 

支給対象職員１人当たり平均支給年額 

（21年度決算） 
0円 

支給対象地域（職種） 支給対象職員数 支給率【注】 
一般行政職の制度 

（支給率） 

東京都特別区 ― ― １８％【１５％】 

大阪市 ― ― １５％【１２％】 

名古屋市 ― ― １２％【 ９％】 

富山市 6人 ３％【０％】 ３％【 ０％】 

舟橋村 ― ― ０％【 ０％】 

上記以外の県内市町村 ５人 ０％【０％】 ０％【 ０％】 

医師 ― ― １５％【１２％】 

総計・平均支給率 １１人 １．６４％【０％】 １．６２％【０．１１％】 

 
注 平成２０年度から当分の間、本来の支給率から１００分の３を減じた割合となっています。 
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エ 特殊勤務手当（平成 22年 4月 1日現在） 

支給総額（21年度決算）                      389千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（21年度決算）                          48,616円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（21年度）                            66.7 ％ 

手当の種類（手当数） 3種類 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

危険作業手当 水道管理所等に勤務する

職員 

浄水機器等の点検等、

危険を伴う業務等 

危険作業の内容により日額

620円又は 450円  

夜間運転業務手当 水道管理所に勤務する交

替勤務者 

夜間における業務 交替勤務の種類により１回

950円～1,180円 

用地交渉業務手当 右の業務に従事する職員 用地の取得等のための

交渉業務 

勤務時間内 日額 650円 

勤務時間外 日額 1,000円 

 

 

  オ 時間外勤務手当 

支給実績（21年度決算）                2,934千円 

職員１人当たり平均支給年額（21年度決算） 244千円 

支給実績（20年度決算）                4,429千円 

職員１人当たり平均支給年額（20年度決算） 295千円 

     （注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 

 

  カ その他の手当（平成 22年 4月 1日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

一般行

政職の

制度 と

の異同 

一般行政職の制

度と異なる内容 

支給実績 

（21年度決算） 

支給職員１人当た

り平均支給年額 

（21 年度決算） 

扶養手当 (1) 配偶者 13,000円 

(2) 配偶者以外 

 ① 1人につき 6,500円 

 ② 満 16歳年度初めから満 22

歳年度末までの間にある子 1

人につき、5,200円を加算 

 

同 じ  千円 

2,137 

円 

213,720 

住居手当 (1) 借家等 

 ① 家賃 20,000円以下の場合 

   家賃－9,000円 

 ② 家賃 20,000円を超える場合 

   11,000円＋（家賃－20,000

円）／2 

※最高限度額 27,000円 

(2) 自宅 2,700円 

 

同 じ  626 62,610 
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手当名 内容及び支給単価 

一般行

政職の

制度 と

の異同 

一般行政職の制

度と異なる内容 

支給実績 

（21年度決算） 

支給職員１人当た

り平均支給年額 

（21 年度決算） 

通勤手当 (1) 交通機関利用職員 

    6箇定期券等の価額による一

括支給 

※全額支給限度額  

1箇月当たり 55,000円 

(2) 交通用具使用職員（本局） 

  距離段階区分に応じ 2,600円

～35,000円   

(3) 交通用具使用職員（出先） 

   月 567円/1㎞ 

   （上限 片道 60㎞） 

(4) 駐車料金 

   駐車料金－3,000円 

   （上限 3,000円） 

 

異なる 一般行政職の制度

では、交通用具使

用職員の通勤手当

は、本庁、出先とも

全て(2)の支給基準

を適用 

千円 

2,252 

円 

204,691 

管理職手

当 

管理又は監督の地位にある職員

に当該職の区分に応じて 139,300

円以内を支給 

 

同 じ  1,926 963,000 

休日勤務

手当 

 

休日等において正規の勤務時間

中に勤務した職員に支給 

  1時間当たりの給与額×1.35×

時間数 

 

同 じ  44 22,225 

夜間勤務

手当 

正規の勤務時間として午後 10時

から翌日の午前 5時までの間に勤

務した職員に支給 

  1時間当たりの給与額×0.25×

時間数 

 

同 じ  - - 

宿日直手

当 

宿日直勤務を命ぜられた職員が

勤務した場合に支給 

 庁舎・設備の保全等 6,600円 

同 じ  － － 

管理職員

特別勤務

手当 

 

管理職手当支給対象職員が臨時

又は緊急の必要等により週休日

等に勤務した場合に支給 

 6時間以下 6,000円～12,000円 

 6時間超  9,000円～18,000円 

 

同 じ  － － 

寒冷地手

当 

 

 

 

 

寒冷地に在勤する職員に 11月か

ら 3月まで支給 

・世帯主である職員 

  扶養親族有  月額 17,800円 

  扶養親族無  月額 10,200円 

・その他の職員  月額  7,360円 

 

同 じ   － － 
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（4）地域開発事業（駐車場事業） 

     対象となる職員が少なく、個人の情報が特定されるため、個人情報保護の観点から非公表とします。 

 

 

 

 

 

 

２ 定員管理の状況 

(1) 定員管理について 

企業局では、公営企業を取り巻く厳しい環境のなか、組織のスリム化や業務の効率化を推進し、安定

的な県民サービスを提供するため、平成 18年７月に策定された富山県集中改革プランの定員管理の目

標を踏まえ、事務事業の抜本的見直し等を行い、職員数の大幅な削減に努めました。 

 

(2) 定員管理の年次別進捗状況（企業局等の実績）                 （各年４月現在、単位：人） 

区 分 平成 17年 平成 18年 平成 19年 平成 20年 平成 21年 平成 22年 計 

職 員 数 182 173 153   142 127 118  

増 減 数 （基準） △9 △20 △11 △15 △9 △64 

増 減 率 △4.7％ △11.0％ △6.0％ △8.2％ △4.9％ △35.2％ 

 

※定員管理の目標・・・平成 18年度から５年間で企業局等の職員数の 33.5％削減 


